
第三　鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項

 　１　鳥獣の人工増殖
　　（１）　方針
　　　　　　　　狩猟鳥獣として人気の高いニホンキジの保護増殖を図るため、第５次計画で人工増殖用施設整備の助成を行い、第６次から第９次計画にかけて
　　　　　　 人工増殖技術の確立、生産能力の拡大についての指導・支援を実施してきた。
　　　　　　　　本計画においては、これまでの方針を継続し、県内の生息する種の保存を図り、かつ計画的な生産が行われるよう指導を行うことにより、人工増殖
　　　　　　 技術の継承に努める。

　　（２）　人工増殖計画

（第１１表）

鳥　獣　名 指　導　方　法 鳥　獣　名 指　導　方　法

平成１９年度 　巡回指導

～ ニホンキジ 　亜種間交雑防止等に関する助言

平成２３年度 　放鳥方法等

 　２　放鳥獣
　　（１）　方針
　　　　①鳥類
　　　　　　　　第６次から第９次計画にかけて、人工増殖されたニホンキジ及びヤマドリの放鳥を鳥獣保護区、休猟区を中心に実施してきた。
　　　　　　　　本計画においては、放鳥の趣旨に鑑み可猟区を含め生息に適した地域を中心に、県内で人工増殖されたニホンキジの放鳥を実施していくことと
　　　　　　 する。
　　　　　　　　なお、放鳥に当たっては、次の点に留意する。
　　　　　　　　・必要に応じて対象鳥類の生息状況や放鳥場所の環境等の事前調査及び放鳥後の追跡調査を実施する。
　　　　　　　　・放鳥する鳥類については、標識を付す。
　　　　　　　　・亜種間の交雑を防止するため、放鳥しようとする地域に生息する地域個体群に含まれる個体を放鳥する。
　　　　　　　　・人間に対する病原体を保有するおそれのある鳥類が生息する地域内から放鳥用の個体を捕獲しない。
　　　　　　　　・放鳥する鳥類が、生息地又は餌の競合、病原体の伝搬等により人や鳥獣に悪影響を及ぼすおそれのないものであること。
　　　　　　　　・高病原性鳥インフルエンザが発生している際には、放鳥事業用鳥類の育成先に対して、衛生管理の徹底や個体についての健康状態の確認等
　　　　　　　　 を要請する。それらを踏まえて放鳥事業実施の一時的な見合わせについても検討する。
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希　少　鳥　獣　等
年　　度

狩　　猟　　鳥　　獣
備　　　考



　　　　②獣類
　　　　　　　　獣類については、生態系に大きな影響を及ぼすおそれがあるため放獣を行わない。

　　　　③外来鳥獣等
　　　　　　　　外来鳥獣又は国内において本来の生息地以外に人為的に導入され、生態系等に係る被害を生じさせている鳥獣については、在来種との交
　　　　　　 雑、生息地や餌の競合等により、生態系を攪乱し生物多様性をそこなうおそれがあることから、放鳥獣を行わない。

　　（２）　放鳥計画及び種鳥の入手計画

（第１２表）

箇所 羽 箇所 羽 箇所 羽 箇所 羽 箇所 羽

32 710 32 710 32 710 32 710 32 710

3 90 3 90 3 90 3 90 3 90

15 500 15 500 15 500 15 500 15 500

50 1,300 50 1,300 50 1,300 50 1,300 50 1,300

50 1,300 50 1,300 50 1,300 50 1,300 50 1,300

（第１３表）

委託生産 購入 その他 委託生産 購入 その他 委託生産 購入 その他 委託生産 購入 その他 委託生産 購入 その他

羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽 羽

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

備　　　考

種　類　名

鳥獣保護区

休 　猟 　区

猟　　　　 区

そ　 の　 他

計

平成２２年度 平成２３年度

ニホンキジ

合　　　計

種　類　名
平成２１年度

放鳥の地域
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平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度

ニホンキジ

合　　　計

平成２３年度

平成１９年度 平成２０年度


